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　輸送中・作業中・保管中の受託貨物に生じたほとんどすべての偶然な事故による損害に関し、荷主・元請運送人に対し
て負担する法律上・契約上の賠償責任を補償します。 
　お支払いする保険金は、仕切状・納品書がある貨物については、その状面価額を限度、またこれらの書類がない貨物
については時価を限度とし、かつ、お申込みいただいたてん補限度額（支払限度額）を限度としてお支払いします。 

また、次の費用についても保険金をお支払いします。 
●損害防止義務を履行するために必要または有益な費用 
●訴訟、仲裁、調停または和解のために、損保ジャパンの同意を得て支出した費用 
●損保ジャパンが直接損害賠償請求の解決にあたった場合に被保険者が協力のために支出した費用　など 

保険金をお支払いできない主な場合については5ページをご覧ください。

＊1事故てん補限度額（支払限度額）は、貴社の輸送実態に応じ、輸送中は5,000万円以内、作業・保管中は輸送中のてん補限度額（支払
限度額）の5倍もしくは5,000万円のいずれか低い額とします。 

＊貨物積載中の輸送用具の事故とは、輸送用具に発生した火災、爆発、衝突、転覆、墜落および電気的・機械的事故による輸送機能の停止、
輸送用具の盗難（受託貨物が積載輸送用具と一緒に盗難された場合にかぎります。）をいいます。 

輸送中にエンジン 
トラブルが発生、 
代車を手配した。 
（バッテリー上がり・ 
ガス欠等を除きます。） 
 

作業中に荷崩れを 
おこし、受託貨物を 
破損した。 

輸送中に他車に衝突し、 
受託貨物を破損した。 

受託貨物を据付中 
（3日以内）に破損した。 

受託貨物を荷卸し・ 
搬入中、通行人に 
ケガを負わせた。 

荷役作業中に 
搬入先工場の機械を 
破損させた。 

　受託した運送・作業・保管業務遂行中に生じた偶然の事故により、他人の生命や身体を害した場合または他人の財物
を滅失、損傷、汚損させた場合に、被保険者が法律上の賠償責任（これらにかかわる各種付帯費用、逸失利益、慰謝料等
の間接損害を含みます。）を負担することによって被る損害に対し、身体・財物共通で保険期間を通じ1,000万円を限
度として保険金をお支払いします。 

●残存物取片付け費用 
受託した貨物に生じた損害により保険金が支払われる場合に、残存物の取片付けに実際に要した費用をお支払いします。
残存物取片付け費用とは、残存物の取片付けに際し、損保ジャパンの承認を得て支出された取りこわし費用、取片付け清掃
費用、継搬費用および廃棄費用をいいます。1事故てん補限度額（支払限度額）は、受託した貨物に生じた損害により支払
われる保険金の10％もしくは300万円のいずれか低い額を限度とします。 

●検査費用 
受託した貨物に損害が発生しているかを検査する場合、検査・仕分・再梱包に実際に要した費用のうち損保ジャパンの承認
を得て支出された費用をお支払いします。1事故てん補限度額（支払限度額）は、お申込みいただいた輸送中の1事故てん
補限度額（支払限度額）の10％もしくは300万円のいずれか低い額を限度とします。 

●特別継搬費用 
貨物積載中の輸送用具に事故*が発生した場合に、中間地における荷卸し・陸揚げ・保管・再積込および仕向地への再輸送
の費用、その貨物の輸送を継続するために要した輸送用具の牽引・代車費用、貨物の検査・修理のため作業場所へ輸送す
る費用、開梱・再梱包の費用、作業場所から仕向地へ輸送する費用、および代替品をその輸送開始時の目的地まで輸送す
る費用のうち実際に要した費用で、損保ジャパンが必要または有益と認めた費用を特別継搬費用としてお支払いします。
1事故てん補限度額（支払限度額）は、お申込みいただいた輸送中の1事故てん補限度額（支払限度額）の10％もしくは
300万円のいずれか低い額を限度とします。 

受託貨物が破損し 
路上にちらばったため、 
清掃・廃棄した。 

運送事業を営む皆様へ 
荷主から受託した大切な貨物の事故へ の備えは万全ですか？ 
損保ジャパンのL-Packは、事業許可 を有して運送事業を営む皆様が受託した貨物の 
輸送中・作業中・保管中に生じた損害 によって、荷主に対して負担する 
法律上・契約上の賠償責任や各種費用 損害を補償します！ 

受託貨物に生じた損害 
 

第三者賠償責任にかかわる損害（ご希望によりセットし、追加保険料をいただきます。） 
 

受託貨物にかかわる各種費用損害 
 

貨物の輸送中・作業中・保管中を 
通じ、切れ目なく補償 

 

受託貨物にかかわる残存物取片付け費用 
・検査費用・特別継搬費用も補償 

 

物流業務遂行中に負った 
第三者賠償責任も補償  

 

輸送に付随する3日以内に終了する 
解体・据付・組立作業中も補償 

下請業者による損害を包括的に補償 
 （業者名の通知は不要） 

 

輸送用具の特定、車両入替通知が不要、 
輸送額の通知も不要 

 

次年度以降、 
損害率による料率調整により、 
保険料率を見直します。 

ご希望により 
セット 

この保険の特徴 
 

保険金をお支払いする主な損害 

ご注意 
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